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(57)【要約】
【課題】容器本体の開口部を蓋体の天壁で閉塞した状態
において、容易に且つしっかりと把持できる容器を提供
することを課題とする。
【解決手段】容器本体２の開口部２Ａを蓋体３で閉塞し
た閉塞状態で容器１を把持するための把持部Ｈを備え、
前記把持部Ｈは、蓋体側壁３Ｂに形成される蓋体側部位
Ｈ１と本体側壁２Ｂに形成される本体側部位Ｈ２とを備
え、前記閉塞状態において、前記蓋体側部位Ｈ１と前記
本体側部位Ｈ２とが高さ方向で組み合わされ、蓋体側部
位Ｈ１に親指を掛け、本体側部位Ｈ２に前記親指以外の
他の指の少なくとも１本の指を掛けて容器１を把持する
ことができるように構成することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発泡性合成樹脂製の容器本体および蓋体を備え、
　前記容器本体は、底壁と、該底壁の側面から高さ方向に立設され高さ方向端部を容器本
体の開口部とする枠状の本体側壁とを備え、
　前記蓋体は、容器本体の開口部を閉塞する天壁と、該天壁の側面から垂下して垂下方向
端部が前記本体側壁の高さ方向端部に嵌合する枠状の蓋体側壁とを備え、
　容器本体の開口部を蓋体で閉塞した閉塞状態で容器を把持するための把持部を備え、
　前記把持部は、蓋体側壁に形成される蓋体側部位と本体側壁に形成される本体側部位と
を備え、前記閉塞状態において、前記蓋体側部位と前記本体側部位とが高さ方向で組み合
わされ、蓋体側部位に親指を掛け、本体側部位に前記親指以外の他の指の少なくとも１本
の指を掛けて容器を把持することができるように構成されていることを特徴とする容器。
【請求項２】
　前記底壁および天壁は、矩形状をなし、
　前記把持部は、前記蓋閉状態で、容器本体及び蓋体における前記矩形状の短辺側での各
側壁に形成されており、
　前記蓋体側壁は、矩形枠状をなしており、矩形枠状の短辺側の各側壁は、短辺中央部側
に位置して垂下方向の高さが高い高壁部と、短辺両端部側に位置して該高壁部よりも垂下
方向の高さが低い低壁部とを備えており、
　前記高壁部は、垂下方向端部から天壁側に離れた所定位置に凹設される蓋体切欠部を備
え、
　該高壁部において、前記蓋体切欠部と垂下方向端部との間における部分が前記蓋体側部
位であり、
　前記本体側壁は、矩形枠状をなしており、矩形枠状の短辺側の各側壁は、短辺中央部側
に位置して高さ方向の高さが低い低壁部であって、高さ方向端部が蓋体側壁の前記高壁部
の垂下方向端部に嵌合する低壁部と、短辺両端部側に位置して該低壁部よりも高さ方向の
高さが高い高壁部であって、高さ方向端部が蓋体側壁の前記低壁部の垂下方向端部に嵌合
する高壁部とを備えており、
　前記本体側壁の低壁部は、高さ方向端部から高さ方向底壁側に離れた所定位置に凹設さ
れる本体切欠部を備え、
　該低壁部において、高さ方向端部と前記本体切欠部との間における部分が前記本体側部
位であることを特徴とする請求項１記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発泡性合成樹脂で形成された容器本体と蓋体とを備える容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の容器としては、例えば特許文献１の図１に示すような発泡性合成樹脂製
の容器本体と蓋体とを備えるものが知られている。この容器本体は、被収容物が載置され
る矩形板状の底壁と、該底壁の側面から高さ方向に立設され高さ方向端部を容器本体の開
口部とする矩形枠状の側壁とを備える。また、容器本体は、指を掛けて容器本体を把持す
るための本体把持用凹部であって、矩形枠状の短辺側の各側壁の下面側外縁部の短辺中央
部から前記高さ方向端部側に向かって凹状をなす本体把持用凹部を備える。蓋体は、容器
本体の開口部を開閉する矩形板状の天壁と、該天壁の側面から垂下される枠状の蓋体側壁
とを備える。
【０００３】
　上記容器では、容器本体の底壁に被収容物を載置し、蓋体の天壁で容器本体の開口部を
閉塞している。このように容器本体の開口部を蓋体の天壁で閉塞した状態において、容器
を持つ際には、容器本体の本体把持用凹部に指を掛けて容器を把持している。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６３－３４０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上記従来の容器にあっては、容器本体の開口部を蓋体の天壁で閉塞した状態
において、容器を持つ際に、本体把持用凹部に親指以外の指を掛けて、適宜、親指を容器
本体側壁又は蓋体天壁又は蓋体側壁における任意の部位に対して適切な力で押し当てるこ
とで容器を把持しているため、容器をしっかりと持つことが難しく、容器の持ち易さの点
で改善の余地があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、OLE_LINK1容器本体の開口部を
蓋体で閉塞した状態において、OLE_LINK1容易に且つしっかりと把持できる容器を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る容器は、発泡性合成樹脂製の容器本体および蓋体を備え、前記容器本体は
、底壁と、該底壁の側面から高さ方向に立設され高さ方向端部を容器本体の開口部とする
枠状の本体側壁とを備え、前記蓋体は、容器本体の開口部を閉塞する天壁と、該天壁の側
面から垂下して垂下方向端部が前記本体側壁の高さ方向端部に嵌合する枠状の蓋体側壁と
を備え、容器本体の開口部を蓋体で閉塞した閉塞状態で容器を把持するための把持部を備
え、前記把持部は、蓋体側壁に形成される蓋体側部位と本体側壁に形成される本体側部位
とを備え、前記閉塞状態において、前記蓋体側部位と前記本体側部位とが高さ方向で組み
合わされ、蓋体側部位に親指を掛け、本体側部位に前記親指以外の他の指の少なくとも１
本の指を掛けて容器を把持することができるように構成されていることを特徴としている
。
【０００８】
　かかる構成からなる容器によれば、把持部は、蓋体側壁に形成される蓋体側部位と本体
側壁に形成される本体側部位とを備え、前記閉塞状態において、前記蓋体側部位と前記本
体側部位とが高さ方向で組み合わされ、蓋体側部位に親指を掛け、本体側部位に前記親指
以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けて容器を把持することができるように構成され
ているので、前記閉塞状態において、蓋体側部位に親指を掛け、本体側部位に前記親指以
外の他の指の少なくとも１本の指を掛けることによって、容器を容易に且つしっかりと把
持することができる。
【０００９】
　また、本発明の容器では、前記底壁および天壁は、矩形状をなし、前記把持部は、前記
蓋閉状態で、容器本体及び蓋体における前記矩形状の短辺側での各側壁に形成されており
、前記蓋体側壁は、矩形枠状をなしており、矩形枠状の短辺側の各側壁は、短辺中央部側
に位置して垂下方向の高さが高い高壁部と、短辺両端部側に位置して該高壁部よりも垂下
方向の高さが低い低壁部とを備えており、前記高壁部は、垂下方向端部から天壁側に離れ
た所定位置に凹設される蓋体切欠部を備え、該高壁部において、前記蓋体切欠部と垂下方
向端部との間における部分が前記蓋体側部位であり、前記本体側壁は、矩形枠状をなして
おり、矩形枠状の短辺側の各側壁は、短辺中央部側に位置して高さ方向の高さが低い低壁
部であって、高さ方向端部が蓋体側壁の前記高壁部の垂下方向端部に嵌合する低壁部と、
短辺両端部側に位置して該低壁部よりも高さ方向の高さが高い高壁部であって、高さ方向
端部が蓋体側壁の前記低壁部の垂下方向端部に嵌合する高壁部とを備えており、前記本体
側壁の低壁部は、高さ方向端部から高さ方向底壁側に離れた所定位置に凹設される本体切
欠部を備え、該低壁部において、高さ方向端部と前記本体切欠部との間における部分が前
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記本体側部位であるように構成することも可能である。
【００１０】
　かかる構成からなる容器によれば、前記把持部は、前記蓋閉状態で、容器本体及び蓋体
における前記矩形状の短辺側での各側壁に形成されているので、一方の把持部を右手で他
方の把持部を左手で持って、容器を安定して把持することができる。さらに、かかる構成
からなる容器によれば、蓋体の高壁部において、蓋体切欠部と垂下方向端部との間におけ
る部分が蓋体側部位であり、容器本体の低壁部において、高さ方向端部と本体切欠部との
間における部分が本体側部位であるので、前記閉塞状態において、蓋体側部位と本体側部
位との位置、即ち把持部の位置を高さ方向で底壁側に近づけることができる。ここで、と
りわけ被収容物を収容した前記閉塞状態の容器における高さ方向の重心位置は、容器本体
の底壁側寄りに位置する。従って、蓋体側部位と本体側部位とによる把持部の位置を高さ
方向で底壁側に近づけること、即ち、閉塞状態の容器における高さ方向の重心位置に近づ
けることができ、容器を安定して把持することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の容器によれば、把持部は、蓋体側壁に形成される蓋体側部位と本体側壁に形成
される本体側部位とを備え、容器本体の開口部を蓋体で閉塞した閉塞状態において、前記
蓋体側部位と前記本体側部位とが高さ方向で組み合わされ、蓋体側部位に親指を掛け、本
体側部位に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けて容器を把持することがで
きるように構成されているので、前記閉塞状態において、蓋体側部位に親指を掛け、本体
側部位に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けることによって、容器を容易
に且つしっかりと把持することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る容器の断面図を示す。
【図２】（ａ）は容器本体の平面図、（ｂ）は同容器本体の底面図を示す。
【図３】図２（ａ）の前側面の拡大図を示す。
【図４】図２（ａ）のＡ１－Ａ１断面の拡大図を示す。
【図５】（ａ）は蓋体の平面図、（ｂ）は同蓋体の底面図を示す。
【図６】図５（ａ）の前側面の拡大図を示す。
【図７】図５（ａ）のＡ２－Ａ２断面の拡大図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る容器の一実施形態について、図１から図７を参照しつつ説明する。
本実施形態の容器１は、被収容物又は被搬送物（例えば、食品類（魚介類、野菜など）、
雑貨（チューブなど））を収容することができる箱型状に形成されている。
【００１４】
　容器１は、図１に示すように、上端部に開口部２Ａを有する発泡性合成樹脂製の容器本
体２と、容器本体２の開口部２Ａを閉じて密閉状態にするための発泡性合成樹脂製の蓋体
３とを備える。尚、発泡性合成樹脂としては、特に限定されないが、例えば発泡ポリスチ
レン、発泡ポリエチレン、発泡ポリプロピレン等の各種発泡性合成樹脂が利用できる。ま
た、容器１の短辺方向を左右方向とし、容器１の長辺方向を前後方向とする（以下、図中
では、左方向を「左」で、右方向を「右」で、それぞれ示し、前方向を「前」で、後方向
を「後」で、それぞれ示している）。
【００１５】
　容器本体２は、図２に示すように、被収容物が載置される多角形状又は円形状の底壁２
１と、該底壁２１の側面から高さ方向に立設され高さ方向端部を容器本体２の開口部２Ａ
とする枠状の本体側壁２Ｂとを備えてなる。
【００１６】
　本実施形態では、底壁２１は、平面視略矩形の板状に形成されている。底壁２１の上面
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２１Ｕは容器本体２の底面に相当し、被収容物を支持する面である。尚、底壁２１の上面
２１Ｕを表面と称し、下面２１Ｌを裏面と称してもよい。底壁２１の上面２１Ｕは平坦な
面をなす。また、図２（ｂ）に示すように、底壁２１の下面２１Ｌは、底面視略矩形をな
す平坦面である。
【００１７】
　本体側壁２Ｂは、底壁２１の側面から上方に立ち上げられており、平面視多角形状又は
円形状の枠状に形成される。本実施形態では、本体側壁２Ｂは、平面視略矩形の枠状をな
しており、底壁２１の各長辺の側面から上方に立ち上げられた左右側壁２２，２２と、底
壁２１の各短辺の側面から上方に立ち上げられた前後側壁２３，２３とを備える。本実施
形態では、本体側壁２Ｂの下面２１Ｒは、底壁２１の下面２１Ｌよりも僅かに上方に位置
する。
【００１８】
　左右側壁２２，２２は、本体側壁２Ｂの矩形枠状の長辺側の各側壁である。この左右側
壁２２，２２は、一対の壁部であり、左右方向に対向しており、各壁部は板状をなす。左
右側壁２２，２２の高さ方向端部は、左右側壁２２，２２の全長に亘って、前後方向に沿
って略同一の高さである。
【００１９】
　前後側壁２３，２３は、本体側壁２Ｂの矩形枠状の短辺側の各側壁である。この前後側
壁２３，２３は、一対の壁部であり、前後方向に対向しており、各壁部は板状をなす。前
後側壁２３，２３は、左右方向に沿って形成されており、左右方向（短辺）中央部側に位
置して高さ方向の高さが低い低壁部２３ａと、左右方向（短辺）両端部側に位置して該低
壁部２３ａよりも高さ方向の高さが高い高壁部２３ｂとを備える（図３参照）。よって、
前後側壁２３，２３の高さ方向端部では、左右方向の中央部側２６，２７の高さ（即ち低
壁部２３ａの高さ）が両端側の高さ（即ち高壁部２３ｂの高さ）及び左右側壁２２，２２
の高さよりも低く形成されている（図２（ａ）、図３参照）。換言すれば、この中央部側
２６，２７の上端であって、低壁部２３ａの高さ方向端部には、凹状をなす凹状部２３Ａ
が形成されている。なお、左右方向の両端側の高さ（即ち高壁部２３ｂの高さ）は、左右
側壁２２，２２の高さと略同一である。つまり、左右側壁２２，２２は、高壁部と称する
こともできる。
【００２０】
　凹状部２３Ａは、左右方向の両端側の高さ方向端部（高壁部２３ｂの高さ方向端部）よ
りも高さの低い中央部２６，２７と、この中央部２６，２７と両端側の高さ方向端部とを
連結する連結面２８とで構成される。中央部２６，２７は、上面が左右方向に長尺な平面
状をなす。連結面２８は、高さ方向に沿う面であって、底壁上面２１Ｕに対して略垂直、
或いは、高さ方向に対して、傾斜（例えば、傾斜角が互いに異なる複数の傾斜面が高さ方
向に連結されてなる傾斜）をなして構成されることができる。本実施形態では、連結面２
８は、傾斜角が互いに異なる２つの傾斜面で構成される（図３，４参照）。具体的には、
連結面２８は、第一傾斜面２８ａの下端と第二傾斜面２８ｂの上端とが連結されてなる。
第一傾斜面２８ａの傾斜角は、第二傾斜面２８ｂの傾斜角よりも緩やかに形成される。第
二傾斜面２８ｂの傾斜角は、略垂直である。即ち、第二傾斜面２８ｂは、底壁上面２１Ｕ
に対して略垂直な面をなす。
【００２１】
　また、低壁部２３ａは、高さ方向端部２３Ａから高さ方向底壁側に離れた所定位置に凹
設される本体切欠部２１Ｓを備える。本体切欠部２１Ｓは、低壁部２３ａの高さ方向端部
２３Ａから高さ方向底壁側に離れた所定位置において、低壁部２３ａの外面側から内面側
に向かって（即ち厚み方向に）、肉薄となるように切り欠かれてなる。
【００２２】
　本実施形態の本体切欠部２１Ｓは、図３，４に示すように、前後側壁２３，２３におけ
る低壁部２３ａの下面（裏面）外縁部の左右方向中央部から前記高さ方向端部側に向かっ
て凹状に形成されている。具体的には、本体切欠部２１Ｓは、一対設けられており、各本
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体切欠部２１Ｓは、左右方向（短手方向）に沿う下面外縁部の中央部に形成されている。
各本体切欠部２１Ｓは、前後側壁２３，２３における各低壁部２３ａの下面（裏面）側外
縁部から高さ方向途中位置に亘って高さ方向に形成されるように構成される。本実施形態
では、各本体切欠部２１Ｓは、低壁部２３ａ下面から上方に向けて、高さ方向（上下（表
裏）方向）において、底壁２１の厚み幅の所定位置（詳細には、底壁２１の上面２１Ｕ位
置程度）まで形成されている。また、各本体切欠部２１Ｓの高さ方向端部は凹形状（詳細
には、逆Ｕ字形状）をなす。この高さ方向端部における左右方向の中央部は、底壁２１の
上面２１Ｕに対して、平行しかつ左右に長尺な面をなす。また、この高さ方向端部におけ
る左右方向の両端側は、前記中央部の両端に向かって上方傾斜をなしている。このように
、前後側壁２３，２３における各低壁部２３ａには、高さ方向端部側において、凹状部２
３Ａが形成されると共に、高さ方向底壁側（下面側）には、本体切欠部２１Ｓが形成され
ている（図３，４参照）。
【００２３】
　また、本体側壁２Ｂにおける高壁部、即ち、左右側壁２２，２２と、前後側壁２３，２
３の左右方向中央部側を除く両端側（即ち高壁部２３ｂ）とにおいて、内面側の上端縁部
の周方向に沿って、上方に突出した嵌合用凸条２５が形成されている（図２（ａ），３参
照）。また、本体側壁２Ｂにおける低壁部、即ち、前後側壁２３，２３の左右方向中央部
側（即ち低壁部２３ａ）において、高さ方向端部をなす凹状部２３Ａ（詳細には、中央部
２６，２７）では、内面側の上端縁部２６に対して、外面側の上端縁部２７が周方向（詳
細には、左右方向）に沿って、上方に突出した嵌合用凸条となっている（図３参照）。
【００２４】
　このような容器本体２では、前後左右の本体側壁２Ｂの上端に囲まれた内側領域が開口
部２Ａとして構成されている。この開口部２Ａは、開口部２Ａに対して着脱自在に構成さ
れる蓋体３によって自在に開放或いは閉塞されるようになっている。
【００２５】
　蓋体３は、図５から７に示すように、平面視多角形状又は円形状の一例として平面視略
矩形に形成された板状の天壁３Ａと、天壁３Ａの側面から垂下して垂下方向端部が前記本
体側壁２Ｂの高さ方向端部に嵌合する枠状の蓋体側壁３Ｂとを備える。
【００２６】
　天壁３Ａは、容器本体２の開口部２Ａを閉塞するためのものである。天壁３Ａは、平面
状の上面（表面）３Ｕと、上面外周縁から下方に垂下する外周側面と、平面状の下面（底
面又は裏面）３Ｌとを有する。図７に示すように、天壁３Ａの上面３Ｕは平坦な面をなし
ている。
【００２７】
　蓋体側壁３Ｂは、天壁３Ａの側面から下方に延びるよう、天壁３Ａの側面に一体的に形
成されている。詳細には、蓋体側壁３Ｂは、天壁３Ａの側面から垂設される矩形枠状をな
す。蓋体側壁３Ｂは、左右方向に沿う各短辺の左右方向中央部を除く部分に形成される低
壁部３Ｃと、左右方向に沿う各短辺の左右方向中央部に形成される高壁部４とを有する（
図５（ｂ）参照）。具体的には、蓋体側壁３Ｂは、矩形枠状をなしており、矩形枠状の短
辺側の各側壁は、短辺中央部側に位置して垂下方向（又は高さ方向）の高さが高い高壁部
４と、短辺両端部側に位置して該高壁部４よりも垂下方向（又は高さ方向）の高さが低い
低壁部３Ｃとを備え、矩形枠状の長辺側の各側壁は、前記低壁部３Ｃを備えてなる。
【００２８】
　ここで、低壁部３Ｃには、厚み方向中央部に、上方へ窪んで容器本体２の嵌合用凸条２
５と着脱自在に嵌合される嵌合用凹部３１ｃが形成されている（図５（ｂ）、図６参照）
。即ち、低壁部３Ｃは、嵌合用凹部と、嵌合用凹部に対して内側に配置された矩形枠状の
凸条部分と、嵌合用凹部に対して外側に配置された矩形枠状の凸条部分とを備える。
【００２９】
　以下、低壁部３Ｃにおいて、嵌合用凹部３１ｃは嵌合用溝３１ｃと称し、嵌合用溝３１
ｃに対して内側にある矩形枠状の凸条部分は内側壁部３１ａと称し、嵌合用溝３１ｃに対
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して外側にある矩形枠状の凸条部分は外側壁部３１ｂと称する。尚、低壁部３Ｃにおいて
、天壁３Ａの裏面３Ｌから外側壁部３１ｂの下面までの距離は、裏面３Ｌから内側壁部３
１ａの下面までの距離に比べてわずかに低く設定されている。
【００３０】
　内側壁部３１ａは、左右の内側壁部３１，３１と、前後の内側壁部３２，３２とから構
成されている（図５参照）。左右の内側壁部３１，３１は、天壁３Ａの左右に位置する前
後方向に沿う長辺側面から下方（表面３Ｕから裏面３Ｌ側）に向けて延びるよう形成され
、前後の内側壁部３２，３２は、天壁３Ａの前後に位置する左右方向に沿う短辺側面（短
辺の中央部を除く）から下方に向けて延びるよう形成されている。左右の内側壁部３１，
３１および前後の内側壁部３２，３２の下端面は面一であり、よって、内側壁部３１，３
１，３２，３２の高さは、天壁３Ａの裏面３Ｌに対して、同一高さに設定されている。
【００３１】
　外側壁部３１ｂは、天壁３Ａの裏面３Ｌ側において、内側壁部３１ａから所定距離（嵌
合用溝３１ｃの幅に相当する距離）だけ外側にあって、内側壁部３１ａに沿って形成され
ている。外側壁部３１ｂは、左右方向（短手方向）で対向する左右の外側壁部３３，３３
と、前後方向（長手方向）で対向する前後の外側壁部３４，３４（左右方向の中央部を除
く）とから構成されている。即ち外側壁部３１ｂは、下向き（天壁３Ａの裏面３Ｌ側）に
突出した矩形枠状に形成されている。
【００３２】
　嵌合用溝３１ｃは、容器本体２の嵌合用凸条２５と着脱自在に嵌合される窪みである。
嵌合用溝３１ｃは、低壁部３Ｃの全周に沿って形成されている。蓋体３を容器本体２に嵌
合した状態、又は、容器本体２の開口部２Ａを蓋体３で閉塞した状態（以下、単に閉塞状
態ともいう。）では、嵌合用溝３１ｃには、嵌合用凸条２５が嵌合されるように構成され
る。換言すれば、前記閉塞状態では、蓋体側壁３Ｂにおける低壁部３Ｃの高さ方向（垂下
方向）端部と、本体側壁２Ｂにおける高壁部（即ち、左右側壁２２，２２と、前後側壁２
３，２３の左右方向中央部側を除く両端側の高壁部２３ｂ）の高さ方向端部とが互いに嵌
合するように構成される。
【００３３】
　高壁部４は、天壁３Ａの各短辺の左右方向中央部側の側面から垂下している。高壁部４
は、一対設けられており、一対の高壁部４は、前後方向に対向している。
【００３４】
　各高壁部４は、容器本体２の前後側壁２３，２３における凹状部２３Ａに嵌合される板
状の壁部である。各高壁部４は、左右方向に沿って形成されている。この高壁部４は、前
後側壁２３，２３の左右方向中央部側（即ち低壁部２３ａ）の高さ方向端部（上端部）に
嵌合されるように、左右方向中央部側（即ち低壁部２３ａ）の高さ方向端部（上端部）に
対応した形状、即ち凹状部２３Ａに対応した形状をなす。よって、高壁部４の高さ方向（
垂下方向）端部では、左右方向の中央部は、天壁３Ａの下面３Ｌよりも下方位置で下面３
Ｌと平行し、左右方向の両端側は、前記中央部に向かって下方傾斜をなしている（図６参
照）。詳細には、左右方向の両端側は、容器本体２の連結面２８（第一傾斜面２８ａと第
二傾斜面２８ｂ）に対応した傾斜面をなす。
【００３５】
　この高壁部４は、天壁３Ａの側面から垂下する内側壁部４１と、内側壁部４１の外側に
隣接して、内側壁部４１の高さ方向（垂下方向）端部よりも高さが高く突出（垂下）する
外側壁部４２とが一体的に構成されてなる（図５（ｂ），７参照）。即ち、内側壁部４１
の高さは、外側壁部４２の高さよりも高い（図６，７参照）。この内側壁部４１は、前後
側壁２３，２３の凹状部２３Ａ（低壁部２３ａ）における内面側の上端縁部２６に嵌合す
るように構成される。外側壁部４２は、前後側壁２３，２３の凹状部２３Ａにおける外面
側の上端縁部（嵌合用凸条）２７に嵌合するように構成される。よって、蓋体３を容器本
体２に嵌合した状態、又は、容器本体２の開口部２Ａを蓋体３の天壁３Ａで閉塞した状態
では、各高壁部４は、前後側壁２３，２３における各凹状部２３Ａに嵌合される。換言す
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れば、前記閉塞状態では、蓋体側壁３Ｂにおける高壁部４の高さ方向（垂下方向）端部と
、本体側壁２Ｂにおける低壁部（前後側壁２３，２３の左右方向中央部側（即ち低壁部２
３ａ））の高さ方向端部とが互いに嵌合するように構成される。尚、各内側壁部４１に隣
接した位置であって、天壁３Ａ下面３Ｌの短辺縁部の左右方向中央部側寄りの位置から補
強壁部４１ａが凸設されている。この補強壁部４１ａは、各高壁部４（各内側壁部４１）
を補強するためのもので、内側壁部４１に一体的に形成される。
【００３６】
　ここで、高壁部４は、垂下方向端部から天壁側に離れた所定位置に凹設される蓋体切欠
部４Ａを備える。蓋体切欠部４Ａは、高壁部４の垂下方向端部から高さ方向天壁側に離れ
た所定位置において、高壁部４の外面側から内面側に向かって（即ち厚み方向に）、肉薄
となるように切り欠かれてなる。
【００３７】
　本実施形態では、蓋体切欠部４Ａは、高壁部４の上面（表面）外縁部の左右方向中央部
から下面（裏面）側に向かって凹状に形成されている。蓋体切欠部４Ａは、一対設けられ
ている。各蓋体切欠部４Ａは、高壁部４の上面（表面）外縁部の左右方向中央部側から垂
下方向途中位置に亘って垂下方向に形成される。各蓋体切欠部４Ａの垂下方向端部は、凹
形状（Ｕ字形状）をなす。この垂下方向端部における左右方向の中央部は、天壁３Ａの下
面３Ｌより下方位置で下面３Ｌと平行しかつ左右に長尺な面をなす。また、垂下方向端部
における左右方向の両端側は、前記中央部の両端に向かって下方傾斜をなしている。
【００３８】
　かかる各蓋体切欠部４Ａは、蓋体３を容器本体２に嵌合した状態、又は、容器本体２の
開口部２Ａを蓋体３で閉塞した状態では、各本体切欠部２１Ｓに対して、前記高さ方向（
垂下方向）において、その両方（蓋体切欠部４Ａの下端部（垂下方向端部）と本体切欠部
２１Ｓの上端部（高さ方向端部））に片手の指を掛けて容器１が把持可能とされるような
所定の長さ分、離間するように構成される。即ち、各蓋体切欠部４Ａは、閉塞状態では、
各本体切欠部２１Ｓに対して、前記高さ方向（垂下方向）に対応（対向）するように形成
されている。
【００３９】
　このような蓋体側壁３Ｂでは、その上面が天壁３Ａの上面３Ｕと面一になっている。こ
の蓋体側壁３Ｂの上面の外周部（具体的には、外周縁部）には、周方向に沿って上方に突
出する蓋体補強用の補強用凸条部３Ｄが、一体的に形成されている。補強用凸条部３Ｄは
、蓋体側壁３Ｂの上面外周縁部の周方向に沿って、矩形枠状に凸設されている。具体的に
は、補強用凸条部３Ｄは、蓋体側壁３Ｂの上面側の外周縁部のうち、左右方向に沿う各短
辺縁部の左右方向中央部を除いた部位に形成されている（図５（ａ）参照）。
【００４０】
　以上の構成からなる容器１では、作業者等によって容器本体２の開口部２Ａから被収容
物又は被搬送物が収容された後に、容器本体２に蓋体３が装着されることで開口部２Ａが
閉じられ（容器本体２の内部が外部に対してほぼ密封され）、容器１はこの状態で把持さ
れて搬送等に供される。
【００４１】
　ここで、容器本体２への蓋体３の装着に際しては、本体側壁２Ｂの高壁部の高さ方向端
部と蓋体側壁３Ｂの低壁部の高さ方向（垂下方向）端部とを互いに嵌合させると共に、本
体側壁２Ｂの低壁部の高さ方向端部と蓋体側壁３Ｂの高壁部の高さ方向（垂下方向）端部
とを互いに嵌合させる。具体的には、本体側壁２Ｂの嵌合用凸条２５と蓋体側壁３Ｂの嵌
合用溝３１ｃとを嵌合させることで、嵌合用凸条２５と嵌合用溝３１ｃとが密閉されると
共に、本体側壁２Ｂの前後側壁２３，２３における各凹状部２３Ａと蓋体側壁３Ｂの各高
壁部４とを嵌合させることで、各凹状部２３Ａと各高壁部４とが密閉される。これによっ
て、容器本体２の開口部２Ａが蓋体３で覆われ、容器本体２と蓋体３とが密閉されて嵌合
される。このとき、容器本体２と蓋体３とによって、閉じた内部空間Ｓが確定される（図
１参照）。
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【００４２】
　このように容器本体２の開口部２Ａを蓋体３で閉塞した閉塞状態において、容器１には
、容器１を把持するための把持部Ｈが形成されている（図１参照）。この把持部Ｈは、蓋
体側壁３Ｂに形成される蓋体側部位Ｈ１と本体側壁２Ｂに形成される本体側部位Ｈ２とを
備え、前記閉塞状態において、前記蓋体側部位Ｈ１と前記本体側部位Ｈ２とが高さ方向で
組み合わされ、蓋体側部位Ｈ１に親指を掛け、本体側部位Ｈ２に前記親指以外の他の指の
少なくとも１本の指を掛けて容器１を把持することができるように構成されている。ここ
で、蓋体側部位Ｈ１は、高壁部４において、蓋体切欠部４Ａと垂下方向端部との間におけ
る部分である（図６，７参照）。本体側部位Ｈ２は、低壁部２３ａにおいて、高さ方向端
部と本体切欠部２１Ｓとの間における部分である（図３，４参照）。また、蓋体側部位Ｈ
１の上端から本体側部位Ｈ２の下端までの距離は、蓋体側部位Ｈ１に親指を掛け、且つ、
本体側部位Ｈ２に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けることができるよう
な距離であって、本実施形態では、当該距離は、１０ｃｍ～２０ｃｍ程度であり、例えば
、１２ｃｍ、１５ｃｍ、１８ｃｍなどに設定することが可能である。
【００４３】
　かかる把持部Ｈは、前記蓋閉状態で、一対設けられており、容器本体２および蓋体３に
おける矩形状の短辺側での各側壁に形成されている。具体的には、一方の把持部Ｈは、容
器１の前後方向の後側の壁部（詳細には、容器本体２と蓋体３との後側壁２３，３２，３
４）に形成され、他方の把持部Ｈは、容器１の前後方向の前側の壁部（詳細には、容器本
体２と蓋体３との前側壁２３，３２，３４）に形成されている。
【００４４】
　このような閉塞状態の容器１を搬送等で把持する際には、蓋体側部位Ｈ１に親指を掛け
、本体側部位Ｈ２に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けることによって、
容器１を持つ。具体的には、容器１の一方の短辺側の把持部Ｈに対して、蓋体側部位Ｈ１
に右手の親指を下向きに掛け、本体側部位Ｈ２に右手の残りの４本の指を上向きに掛ける
。また、容器１の他方の短辺側の把持部Ｈに対して、蓋体側部位Ｈ１に左手の親指を下向
きに掛け、本体側部位Ｈ２に左手の残りの４本の指を上向きに掛ける。このように、一方
の把持部を右手で他方の把持部を左手で把持して容器１を持つ。
【００４５】
　以上、本実施形態に係る容器１によれば、発泡性合成樹脂製の容器本体２および蓋体３
を備え、前記容器本体２は、底壁２１と、該底壁２１の側面から高さ方向に立設され高さ
方向端部を容器本体２の開口部２Ａとする枠状の本体側壁２Ｂとを備え、前記蓋体３は、
容器本体２の開口部２Ａを閉塞する天壁３Ａと、該天壁３Ａの側面から垂下して垂下方向
端部が前記本体側壁２Ｂの高さ方向端部に嵌合する枠状の蓋体側壁３Ｂとを備え、容器本
体２の開口部２Ａを蓋体３で閉塞した閉塞状態で容器１を把持するための把持部Ｈを備え
、前記把持部Ｈは、蓋体側壁３Ｂに形成される蓋体側部位Ｈ１と本体側壁２Ｂに形成され
る本体側部位Ｈ２とを備え、前記閉塞状態において、前記蓋体側部位Ｈ１と前記本体側部
位Ｈ２とが高さ方向で組み合わされ、蓋体側部位Ｈ１に親指を掛け、本体側部位Ｈ２に前
記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けて容器１を把持することができるように
構成されている。
【００４６】
　かかる構成からなる容器１によれば、把持部Ｈは、蓋体側壁３Ｂに形成される蓋体側部
位Ｈ１と本体側壁２Ｂに形成される本体側部位Ｈ２とを備え、前記閉塞状態において、前
記蓋体側部位Ｈ１と前記本体側部位Ｈ２とが高さ方向で組み合わされ、蓋体側部位Ｈ１に
親指を掛け、本体側部位Ｈ２に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けて容器
１を把持することができるように構成されているので、前記閉塞状態において、蓋体側部
位Ｈ１に親指を掛け、本体側部位Ｈ２に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛
けることによって、容器１を容易に且つしっかりと把持することができる。
【００４７】
　また、本実施形態に係る容器１によれば、前記底壁２１および天壁３Ａは、矩形状をな
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し、前記把持部Ｈは、前記蓋閉状態で、容器本体２及び蓋体３における前記矩形状の短辺
側での各側壁に形成されており、前記蓋体側壁３Ｂは、矩形枠状をなしており、矩形枠状
の短辺側の各側壁は、短辺中央部側に位置して垂下方向の高さが高い高壁部４と、短辺両
端部側に位置して該高壁部４よりも垂下方向の高さが低い低壁部３Ｃとを備えており、前
記高壁部４は、垂下方向端部から天壁側に離れた所定位置に凹設される蓋体切欠部４Ａを
備え、該高壁部４において、前記蓋体切欠部４Ａと垂下方向端部との間における部分が前
記蓋体側部位Ｈ１であり、前記本体側壁２Ｂは、矩形枠状をなしており、矩形枠状の短辺
側の各側壁は、短辺中央部側に位置して高さ方向の高さが低い低壁部２３ａであって、高
さ方向端部が蓋体側壁３Ｂの前記高壁部４の垂下方向端部に嵌合する低壁部２３ａと、短
辺両端部側に位置して該低壁部２３ａよりも高さ方向の高さが高い高壁部２３ｂであって
、高さ方向端部が蓋体側壁３Ｂの前記低壁部３Ｃの垂下方向端部に嵌合する高壁部２３ｂ
とを備えており、前記本体側壁２Ｂの低壁部２３ａは、高さ方向端部から高さ方向底壁側
に離れた所定位置に凹設される本体切欠部２１Ｓを備え、該低壁部２３ａにおいて、高さ
方向端部と前記本体切欠部２１Ｓとの間における部分が前記本体側部位Ｈ２であるように
構成されている。
【００４８】
　かかる構成からなる容器１によれば、前記把持部Ｈは、前記蓋閉状態で、容器本体２及
び蓋体３における前記矩形状の短辺側での各側壁に形成されているので、一方の把持部Ｈ
を右手で他方の把持部Ｈを左手で持って、容器１を安定して把持することができる。さら
に、かかる構成からなる容器１によれば、蓋体３の高壁部４において、蓋体切欠部４Ａと
垂下方向端部との間における部分が蓋体側部位Ｈ１であり、容器本体２の低壁部２３ａに
おいて、高さ方向端部と本体切欠部２１Ｓとの間における部分が本体側部位Ｈ２であるの
で、前記閉塞状態において、蓋体側部位Ｈ１と本体側部位Ｈ２との位置、即ち把持部Ｈの
位置を高さ方向で底壁側に近づけることができる。ここで、被収容物を収容した前記閉塞
状態の容器１における高さ方向の重心位置は、容器本体２の底壁側寄りに位置する。従っ
て、蓋体側部位Ｈ１と本体側部位Ｈ２とによる把持部Ｈの位置を高さ方向で底壁側に近づ
けること、即ち、閉塞状態の容器１における高さ方向の重心位置に近づけることができ、
容器１を安定して把持することができる。
【００４９】
　尚、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々の変更が可能である。
【００５０】
　前記実施形態では、本体切欠部２１Ｓは、高さ方向において、底壁２１の厚み幅の所定
位置であって、底壁２１の上面２１Ｕ位置程度まで形成される場合について説明したが、
本体切欠部２１Ｓは、高さ方向において、例えば、底壁２１の略半分の厚み幅の位置（即
ち、底壁上面２１Ｕと下面２１Ｌとの中間位置）まで下面から形成することも可能である
。また、本体切欠部２１Ｓは、高さ方向において、底壁上面２１Ｕよりも上方の位置であ
って、低壁部２３ａの高さ方向途中位置まで下面から形成することも可能である。また、
本体切欠部２１Ｓは、高さ方向において、低壁部２３ａの高さ方向途中位置に、低壁部２
３ａの外面から内面側に向かって凹設される凹部であってもよい。
【００５１】
　また、前記実施形態では、本体切欠部２１Ｓは、本体側壁２Ｂの短辺側の前後側壁２３
，２３の左右方向中央部（即ち低壁部２３ａ）に各々設けられる場合について説明したが
、本体切欠部２１Ｓは、短辺側の前後側壁２３，２３の左右方向端部（即ち高壁部２３ｂ
）に設けられることも可能である。例えば、本体切欠部２１Ｓは、一対設けられ、各本体
切欠部２１Ｓは、高壁部２３ｂの下面から高さ方向途中位置まで凹状に設けられ、或いは
、高壁部２３ｂの高さ方向途中位置に凹設されることができる。また、本体切欠部２１Ｓ
は、本体側壁２Ｂの長辺側の左右側壁２２，２２の前後方向中央部又は前後方向端部に設
けられることも可能である。例えば、本体切欠部２１Ｓは、一対設けられ、各本体切欠部
２１Ｓは、左右側壁２２，２２の各々の左右方向中央部又は一端部に設けられることがで
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【００５２】
　また、前記実施形態では、本体側壁２Ｂの長辺側の左右側壁２２，２２は、高壁部とし
て構成される場合について説明したが、左右側壁２２，２２は、高壁部２３ｂの高さに対
して高さの低い低壁部で構成することも可能である。例えば、左右側壁２２，２２は、低
壁部だけで構成してもよいし、或いは、前後方向中央部又は前後方向端部を低壁部とし、
他の部分を該低壁部よりも高さが高い高壁部として構成することも可能である。
【００５３】
　また、前記実施形態では、蓋体３における各高壁部４は、天壁３Ａの各短辺の左右方向
中央部側の側面から垂下する場合について説明したが、各高壁部４は、天壁３Ａの各長辺
の左右方向中央部側の側面から垂下することも可能である。この場合、蓋体切欠部４Ａは
、各高壁部４の上面から垂下方向途中位置に亘って凹状に垂下方向に形成されたり、或い
は、各高壁部４の垂下方向途中位置に凹設されることが可能である。このとき、本体切欠
部２１Ｓは、前後方向（長手方向）に沿う左右側壁２２，２２の前後方向中央部に形成さ
れ、前記蓋体切欠部４Ａに対して高さ方向に対応（対向）するように構成される。
【００５４】
　尚、このような本体切欠部２１Ｓと蓋体切欠部４Ａとの高さ方向での組み合わせは、容
器１の各長辺側の壁部又は各短辺側の壁部だけに設けられる場合に限定されず、その両方
に設けられることができる。即ち、本体切欠部２１Ｓと蓋体切欠部４Ａとの組み合わせは
、容器１の各辺側の壁部全てに設けられることもできる。また、本体切欠部２１Ｓと蓋体
切欠部４Ａとの組み合わせは、容器１の角部における壁部に設けられることも可能である
。例えば、容器１の右前側の角部と左後側の角部とに、平面視で対角線上に対向させるよ
うにして、本体切欠部２１Ｓと蓋体切欠部４Ａとの組み合わせを各々設けることができる
。
【００５５】
　また、前記実施形態では、蓋体側部位Ｈ１は、高壁部４において、蓋体切欠部４Ａと垂
下方向端部との間における部分であり、本体側部位Ｈ２は、低壁部２３ａにおいて、高さ
方向端部と本体切欠部２１Ｓとの間における部分である場合について説明したが、蓋体側
部位Ｈ１および本体側部位Ｈ２は各々、壁部厚み方向に切り欠いてなる切欠部が凹設され
る壁部において、その高さ方向端部と切欠部との間の部分として構成される場合に限られ
ない。例えば、蓋体側部位Ｈ１および本体側部位Ｈ２は各々、閉塞状態の容器１で、容器
本体２及び蓋体３における矩形状の短辺側又は長辺側での各側壁に凸設される凸状の突起
部で構成されることも可能である。この場合、容器１は、閉塞状態で、蓋体側壁３Ｂに凸
設される突起部（蓋体側部位Ｈ１）の上端に親指を掛けて、本体側壁２Ｂに凸設される突
起部（本体側部位Ｈ２）の下端に前記親指以外の他の指の少なくとも１本の指を掛けて容
器１を把持することができるように構成される。
【符号の説明】
【００５６】
　１・・・容器、２・・・容器本体、２Ａ・・・開口部、２Ｂ・・・本体側壁、３・・・
蓋体、３Ａ・・・天壁、３Ｂ・・・蓋体側壁、３Ｃ・・・蓋体側壁の低壁部、３Ｄ・・・
補強用凸条部、４・・・蓋体側壁の高壁部、４Ａ・・・蓋体切欠部、２１・・・底壁、２
１Ｓ・・・本体切欠部、２２，２２・・・左右側壁、２３，２３・・・前後側壁、２３Ａ
・・・凹状部、２５・・・嵌合用凸条、３１，３１・・・左右の内側壁部、３１ａ・・・
内側壁部、３１ｂ・・・外側壁部、３１ｃ・・・嵌合用凹部（嵌合用溝）、３２，３２・
・・前後の内側壁部、３３，３３・・・左右の外側壁部、３４，３４・・・前後の外側壁
部、４１・・・高壁部の内側壁部、４１ａ・・・高壁部の補強壁部、４２・・・高壁部の
外側壁部、Ｈ・・・把持部、Ｈ１・・・蓋体側部位、Ｈ２・・・本体側部位
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